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増刊号 

｢懸賞に当選しました。賞品を受け取るためには●●会社（運送会社）にお金を支払ってください」と
電話がかかってきた。 

数日後、●●会社（運送会社）を利用した宅配便が「代金引換」で届いたので、代金約１３万円を支
払って宅配便を受け取った。 

宅配便には、賞品受取り手続きの書類が入っていたので、記載した上、書類を送り返したが、その
後連絡が取れなくなった。 

インターネットなどで、相手の会社名や連絡先を確認しましょう。 

相手が実在する会社を名乗っていても、ウソの連絡先を言っている可能性がありますので、連絡をするとき
は、代表電話番号等正規の連絡先に連絡しましょう。 

◆正規の会社かどうか確認しましょう 

一般的に、代金引換サービスは、通信販売で商品を購入する際の代金支払いの手段として利用されます。 
予期しない高額な代金を要求された場合は、安易に支払わず、正規の会社に確認するなどしましょう。 

◆安易に多額の料金を支払わないようにしましょう 



お知らせ 

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。 


